
市では、新婚世帯や子育て世帯が住宅を取得、あるいは賃貸住宅に入居する場合に対して、各種
支援を行っています。また、空き家のリフォームに対する支援や、東京圏からの移住者に対する
支援もあります。要件に合うものがありましたら、担当までお問い合わせください。

問い合わせ　都市住宅課　池田拓人　☎532633

結婚を機に市内で住宅を取得する、または民間の賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して、住宅の取得費や賃貸
住宅の入居にかかった費用（初期費用、引越費用、家賃など）について一部助成します。
令和 5年度から、 されました。

結婚を機に、市内にある民間の賃貸住宅で同居を開始する新婚世帯に対して、月額家賃の一部を24カ月にわ
たって助成します。
年齢や所得の要件はありませんが、婚姻と入居日のいずれか遅い方から２カ月以内に申請が必要となります。

や

市内に住宅を新築、購入（中古物件を含む）した子育て世帯に奨励金を交付します。
になりましたので、申請の前に担当課に問い合わせてください。

東京圏に一定期間在住・在勤していた人が所定の条件を満たして、牧之原市で移住・
就業する場合に支援金が交付されます。令和 5年度から子ども加算の内容を変更して、

条件が多岐に渡りますので、申請を希望する人は、事前に担当課へ問い合わせてください。

市の登録台帳に登録された空き家のうち、移住者が購入または賃借して住む場合や、
事業者が「移住者限定賃貸物件」として活用する場合、居住部分のリフォーム費用や
残置物の撤去費用の一部を補助します。事前協議が必要なため、物件の契約前に担当課に問い合わせてください。

ややや 、 の皆さん！


